
（１５）

情
報
公
開
制
度
の
運
用
状
況

問
総
合
政
策
部
総
務
課
撒（
５７
）４
１
１
４

　

平
成
27
年
10
月
か
ら
28
年
３
月
ま

で
の
情
報
公
開
制
度
の
運
用
状
況
は

次
の
と
お
り
で
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
町
政
に
対
す
る
理

解
と
信
頼
を
深
め
、
町
政
へ
の
町
民

参
加
を
促
進
し
、
公
正
で
開
か
れ
た

町
政
を
実
現
す
る
た
め
に
町
が
保
有

す
る
情
報
を
請
求
に
応
じ
て
公
開
す

る
も
の
で
す
。

※
情
報
公
開
に
つ
い
て
は
、
町
ホ
ー

　

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

１
．
公
開
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況

※
未
決
定
件
数
と
は
、
次
回
の
集
計

　

期
間
に
公
開
決
定
等
を
繰
り
越
し

　

た
件
数
を
い
い
ま
す
。

栃
木
県
障
害
者
ス
ポ
ー

ツ
大
会
参
加
者
募
集

問
町
民
生
活
部
健
康
福
祉
課

撒（
５７
）４
１
７
２

　

県
民
総
ス
ポ
ー
ツ
を
推
進
し
、
身

体
障
が
い
者
及
び
知
的
障
が
い
者
の

健
康
の
保
持
・
増
進
を
図
る
と
と
も

に
県
民
の
理
解
を
深
め
、
障
が
い
者

の
自
立
と
社
会
参
加
を
促
進
す
る
こ

と
を
目
的
に
実
施
し
ま
す
。

日
９
月
25
日（
日
）８
時
30
分
～
15
時
30
分

所
栃
木
県
総
合
運
動
公
園
ほ
か

対
次
の
①
、
②
の
資
格
を
満
た
す
者
。

①
平
成
28
年
４
月
１
日
現
在
で
満
12

歳
以
上
の
身
体
が
い
害
者
及
び
知

的
障
が
い
者
。

②
栃
木
県
内
に
現
住
所
を
有
す
る
者
。

又
は
栃
木
県
外
に
住
所
を
有
す
る

者
で
、
栃
木
県
に
所
在
す
る
施
設

や
学
校
等
に
入
所
及
び
通
所
並
び

に
通
学
し
て
い
る
者
。

容�

陸
上
競
技
、
卓
球
、
ア
ー
チ
ェ

リ
ー
、
フ
ラ
イ
ン
グ
デ
ィ
ス
ク
、

水
泳
、
サ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
テ
ニ

ス
、
グ
ラ
ン
ド
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
、

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
、
車
椅
子
バ
ス

ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル　

　

（
特
色:

県
内
最
大
規
模
の
障
害

者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
）

儡
無
料

定�

各
市
町
、
学
校
、
施
設
等
の
代
表

選
手　

約
２
千
名

２
．
不
服
申
立
て
の
状
況

　

該
当
な
し

個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
用
状
況

問
総
合
政
策
部
総
務
課
撒（
５７
）４
１
１
４

　

平
成
27
年
４
月
か
ら
28
年
３
月
ま

で
の
個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
用
状

況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
自
己
の
情
報
を
開

示
請
求
す
る
権
利
を
保
障
す
る
も
の

で
す
。
町
が
保
有
す
る
個
人
情
報
を

請
求
に
よ
り
、
閲
覧
や
写
し
の
交
付

を
も
っ
て
開
示
す
る
も
の
で
す
。

１
．
個
人
情
報
開
示
請
求
等
の
件
数

　

及
び
処
理
状
況

※
訂
正
・
削
除
・
中
止
の
請
求
及
び�

　

是
正
の
申
出
な
し

２
．
不
服
申
立
て
の
状
況

　

該
当
な
し　

申
５
月
18
日（
水
）～
６
月
８
日（
水
）

　

【
必
着
】

　

○�

在
宅
の
方
は
、
町
健
康
福
祉
課

窓
口
へ
直
接
申
込
み

　

○�

学
校
・
施
設
等
に
所
属
す
る
方

は
、
学
校
・
施
設
等
へ
申
込
み

６
月
１
日
は

「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」で
す

問
町
民
生
活
部
生
活
環
境
課

撒（
57
）４
１
３
２

　

人
権
擁
護
委
員
法
が
施
行
さ
れ
た

日
を
記
念
し
て
、
人
権
擁
護
委
員
に

よ
る
「
特
設
人
権
相
談
所
」
を
開
設

し
ま
す
。
女
性
、
子
ど
も
、
高
齢
者

等
人
権
の
問
題
や
近
隣
と
の
ト
ラ
ブ

ル
な
ど
身
近
な
こ
と
で
お
困
り
の
方

は
御
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

相
談
に
は
、
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱

を
受
け
た
人
権
擁
護
委
員
が
応
じ
ま

す
。（
秘
密
厳
守
、
相
談
無
料
）

　

６
月
１
日（
水
）　

９
時
～
12
時

　

町
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー（
ホ
ー
プ
館
）

未
決
定
件
数

公
文
書
不
存
在
件
数

非
公
開
件
数

公開件数 請求件数

部
分
公
開
件
数

全
部
公
開
件
数

 

前
回
の
集
計
期
間
内
の

　
　
請
求
分
で
繰
り
越
し
た
件
数

今
回
の
集
計
期
間
内
の
請
求
分

０ ０ ０ ２ ６ １ ７

未
決
定
件
数

個
人
情
報
不
存
在
件
数

非
公
開
件
数

開示件数 開示請求件数

部
分
開
示
件
数

開
示
件
数

　
　
前
年
度
の
請
求
分
で

　
　
　
　
　
繰
り
越
し
た
件
数

当
該
年
度
の
請
求
分

０ ０ ０ ２ ０ ０ ２

お知らせ

日

所


